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イ
マ
ド
キ
の
改
憲

自
民
党
草
案
を
考
え
る

明
日
の
自
由
を
守
る
若
手
弁
護
士
の
会

共
同
代
表
・
黒
澤
い
つ
き ９

　

前
回
ま
で
、
自
民
党
の
改
憲
草
案
の
内

容
を
、
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
で
解
説
し
て
ま
い

り
ま
し
た
。
他
に
も
問
題
の
あ
る
条
文
は

山
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
公
務
員
に

よ
る
拷
問
及
び
残
虐
な
刑
罰
を
「
絶
対
に

法
規
」
な
の
か
を
語
る
重
要
な
ポ
ジ
シ
ョ

ン
に
あ
り
、
削
除
す
る
と
い
う
発
想
は
、

論
理
の
運
び
方
を
全
く
理
解
し
て
い
な
い

も
の
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
も

そ
も
、
基
本
的
人
権
の
重
要
性
を
語
る
条

こ
れ
を
禁
止
す
る
。」
と
定
め
る

36
条
は
、「
絶
対
に
」
が
削
除
さ

れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

ま
た
、
憲
法
改
正
手
続
き
を
定

め
る
96
条
は
、
憲
法
改
正
の
発
議

に
必
要
な
条
件
が
「
各
議
院
の
総

議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
」

か
ら
「
過
半
数
の
賛
成
」
に
引
き

下
げ
ら
れ
、
多
数
派
の
強
行
で
容

易
に
改
憲
が
で
き
て
し
ま
う
手
続

き
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

全
削
除

　

さ
ら
に
、
日
本
国
憲
法
97
条

は
、
と
い
い
ま
す
と
…

　

「
97
条　

こ
の
憲
法
が
日
本
国

民
に
保
障
す
る
基
本
的
人
権
は
、

人
類
の
多
年
に
わ
た
る
自
由
獲
得

の
努
力
の
成
果
で
あ
っ
て
、
こ
れ

ら
の
権
利
は
、
過
去
幾
多
の
試
錬

に
堪
え
、
現
在
及
び
将
来
の
国
民

に
対
し
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い

永
久
の
権
利
と
し
て
信
託
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。」

　

こ
の
条
文
、
改
憲
草
案
で
は
、

丸
ご
と
削
除
さ
れ
ま
す
。
自
民
党

は
こ
の
理
由
を
「
11
条
と
内
容
が

か
ぶ
る
か
ら
整
理
し
た
だ
け
」
と

説
明
し
ま
す
。
し
か
し
97
条
は
、

「
最
高
法
規
」
と
い
う
章
の
最
初

で
、
な
ぜ
憲
法
が
日
本
の
「
最
高

他
の
公
務
員
」
に
、
憲
法
尊
重
擁

護
義
務
が
あ
る
、
と
定
め
て
い
ま

す
が
、
改
憲
草
案
は
「
国
民
」
を

こ
こ
に
加
筆
し
ま
す
。
国
民
に
憲

法
尊
重
義
務
が
あ
る
と
い
う
の
で

す
。
憲
法
は
国
民
が
権
力
に
つ
き

つ
け
、
権
力
を
し
ば
る
も
の
。
立

憲
主
義
を
理
解
し
、
土
台
に
し
て

い
る
の
で
あ
れ
ば
、「
国
民
」
を

加
筆
す
る
と
い
う
発
想
は
絶
対
に

出
て
こ
な
い
は
ず
で
す
。

基
本
の
キ

　

こ
の
よ
う
に
、
自
民
党
の
改
憲

草
案
は
、
お
よ
そ
「
権
力
を
し
ば

る
法
」
と
い
う
本
質
を
持
つ
近
代

に
お
け
る
憲
法
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
つ
ま
り
、
自
民
党
は
、
国
家

が
国
民
を
縛
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
「
憲
法
の
無
い
社
会
」
を
、

パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
し
て
提
案
し
て
い

る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。「
個
人

の
尊
重
」
や
自
由
、
平
等
、
民
主

主
義
…
そ
う
い
っ
た
、
近
代
民
主

主
義
国
家
が
土
台
に
す
べ
き
基
本

の
キ
を
理
解
で
き
て
い
な
い
ど
こ

ろ
か
、「
そ
ん
な
も
の
不
要
」
と

ば
か
り
に
否
定
す
る
政
権
与
党
・

自
民
党
。
70
年
経
っ
た
今
な
お
世

界
最
先
端
の
内
容
を
誇
れ
る
は
ず

の
憲
法
が
、
こ
ん
な
改
憲
を
目
指

文
が
複
数
あ
っ
て
な
ぜ
悪
い
の
で
し
ょ
う

か
。「
整
理
」
の
必
要
性
が
感
じ
ら
れ
ま

せ
ん
。

　

そ
し
て
99
条
は
、「
天
皇
又
は
摂
政
及

び
国
務
大
臣
、
国
会
議
員
、
裁
判
官
そ
の

す
勢
力
に
よ
っ
て
崖
っ
ぷ
ち
に
立
た
さ
れ

て
い
る
現
状
を
、
私
た
ち
主
権
者
は
、
も

っ
と
真
剣
に
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。 

 

（
つ
づ
く
）

「憲法の無い社会」を提案

社
会
保
障
改
悪

　

大
企
業
の
も
う
け
優
先

の
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」
の

も
と
す
べ
て
の
世
代
で
貧

困
問
題
が
深
刻
化
し
て
い

る
。
中
で
も
年
金
を
収
入

の
柱
と
す
る
高
齢
者
に
と

っ
て
、
安
倍
政
権
の
社
会

保
障
改
悪
は
、「
老
後
破

産
」「
下
流
老
人
」
を
広

げ
る
冷
た
い
姿
勢
を
象
徴

し
て
い
る
。
経
済
的
理
由

で
医
療
や
介
護
か
ら
締
め

出
さ
れ
る
事
態
を
許
さ

ず
、
医
療
・
介
護
・
年
金

な
ど
老
後
の
安
心
の
基
盤

を
守
る
運
動
を
広
げ
る
こ

と
が
急
務
だ
。

　

17
年
度
予
算
で
は
、
通

常
８
０
０
０
億
〜
１
兆
円

程
度
で
あ
る
社
会
保
障
の

自
然
増
（
高
齢
化
や
技
術

進
歩
な
ど
に

伴
う
増
）
分

は
、
６
４
０

０
億
円
に
絞

り
込
み
、
年
末
の
予
算
編

成
で
５
０
０
０
億
円
程
度

ま
で
押
さ
え
込
む
狙
い

だ
。
こ
れ
は
自
然
増
を
16

年
度
か
ら
の
３
年
間
で
１

・
５
兆
円
に
抑
え
る
安
倍

内
閣
の
「
経
済
財
政
運
営

と
改
革
の
基
本
方
針
」
に

も
と
づ
い
て
い
る
。
自
然

増
削
減
へ
診
療
報
酬
を
狙

い
撃
ち
に
し
た
16
年
度
予

算
が
、
医
療
現
場
に
失
望

と
困
難
を
も
た
ら
し
た
こ

と
は
記
憶
に
新
し
い
。

　

医
療
で
は
、
75
歳
以
上

（
後
期
高
齢
者
）
の
保
険

サ
ー
ビ
ス
費
」
の
月
額
上

限
引
き
上
げ
や
軽
度
者

（
要
介
護
１
・
２
）
の
訪

問
介
護
で
「
生
活
援
助
」

の
保
険
給
付
外
し
を
計
画

す
る
。
こ
う
し
た
動
き

は
、
保
険
料
を
払
っ
た
被

保
険
者
と
の
約
束
を
破
る

は
、
物
価
が
上
が
っ
て
も

年
金
額
を
抑
え
る
「
マ
ク

ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
」
を
強

め
る
内
容
も
あ
る
。
年
金

が
目
減
り
す
れ
ば
、
高
齢

者
の
暮
ら
し
を
圧
迫
す
る

だ
け
で
な
く
、
内
需
の
拡

大
に
も
逆
行
し
景
気
を
冷

　

負
担
増
や
年
金
カ
ッ
ト

は
、
高
齢
者
を
必
要
な
医

療
や
介
護
か
ら
締
め
出

し
、
疾
病
や
介
護
の
重
症

・
重
度
化
を
招
き
、
か
え

っ
て
社
会
保
障
費
を
増
や

す
。
削
減
あ
り
き
で
は
な

く
、
製
薬
大
企
業
に
も
う

け
さ
せ
る
高
薬
価
の
是
正

や
税
金
の
使
い
方
や
集
め

方
を
国
民
本
位
に
見
直
す

べ
き
だ
。

　

協
会
・
保
団
連
は
、
ク

イ
ズ
チ
ラ
シ
も
活
用
し
、

社
会
保
障
破
壊
を
ス
ト
ッ

プ
さ
せ
る
世
論
と
運
動
を

診
療
所
か
ら
広
げ
る
こ
と

を
呼
び
か
け
る
。

「
国
家
的
詐
欺
」
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

年
金
で
は
、
物
価
が
上

が
っ
て
も
賃
金
が
下
が
れ

ば
年
金
額
を
引
き
下
げ
る

こ
と
を
盛
り
込
ん
だ
「
年

金
カ
ッ
ト
法
案
」
を
審
議

入
り
さ
せ
た
。
同
法
案
に

え
込
ま
せ
る
だ
け
だ
。
そ

の
一
方
で
、
消
費
税
10
％

増
税
分
を
充
て
る
と
し
て

い
た
低
年
金
者
へ
の
給
付

金
な
ど
の
「
社
会
保
障
の

拡
充
」
は
、
項
目
だ
け
記

載
す
る
事
項
要
求
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。

料
の
特
例
軽
減
を
段
階
的

に
廃
止
し
、
２
〜
10
倍
も

の
負
担
増
を
強
い
る
計
画

や
70
歳
以
上
の
高
齢
者
の

高
額
療
養
費
の
月
額
上
限

引
き
上
げ
な
ど
が
焦
点

だ
。

　

介
護
で
は
「
高
額
介
護

高
齢
者
へ
の
冷
遇
許
さ
れ
な
い

　

臨
床
・
学
術
部
は
10
月
30

日
、
Ｍ
＆
Ｄ
ホ
ー
ル
で
生
涯

研
修
「
高
齢
者
に
多
い
口
腔

乾
燥
と
味
覚
障
害
〜
チ
ェ
ア

ー
サ
イ
ド
で
の
基
本
的
な
対

応
に
困
ら
な
い
た
め
に
」
を

開
催
し
た
。
片
倉
朗
氏
（
東

京
歯
科
大
学
口
腔
病
態
外
科

学
講
座
教
授
）
を
講
師
に
１

０
５
人
が
参
加
し
た
。

　

片
倉
氏
は
口
腔
乾
燥
症
の

要
因
に
つ
い
て
、▽Sjogren

症
候
群
、
▽
放
射
線
治
療
に

よ
る
腺
組
織
の
傷
害
と
ス
ト

レ
ス
、
▽
薬
の
副
作
用
に
よ

る
「
唾
液
の
分
泌
の
低

下
」、
▽
開
口
・
口
呼
吸
な

ど
に
よ
る
「
唾
液
の
過
蒸

発
」
―
―
な
ど
を
紹
介
し
、

舌
が
痛
い
・
飲
み
込
み
に
く

　

協
会
は
11
月
12
日
、
第
19

回
理
事
会
を
開
き
、
安
倍
政

権
が
進
め
る
新
た
な
患
者
負

担
増
を
阻
止
す
る
た
め
の
会

員
署
名
の
推
進
、
年
明
け
通

常
国
会
に
提
出
す
る
患
者
署

名
の
内
容
検
討
な
ど
の
運
動

対
策
を
協
議
し
た
。

　

政
府
の
患
者
負
担
増
計
画

に
対
し
、
協
会
は
自
治
体
意

見
書
の
取
り
組
み
を
推
進
。

吹
田
市
議
会
で
「
患
者
負
担

増
に
よ
る
受
診
抑
制
を
招
か

ぬ
よ
う
慎
重
な
審
議
を
求
め

る
」
意
見
書
が
採
択
さ
れ
た

ほ
か
、
大
阪
市
会
、
熊
取
町

議
会
、
和
泉
市
議
会
で
も
同

様
の
意
見
書
を
採
択
。
地
方

議
会
で
も
患
者
負
担
増
に
慎

重
な
意
見
が
広
が
る
。

　

協
会
は
、
会
員
署
名
の
第

一
波
と
し
て
、「
さ
ら
な
る
高

齢
者
の
窓
口
負
担
増
な
ど
の

中
止
を
求
め
る
要
請
署
名
」

を
９
月
下
旬
か
ら
開
始
し
、

10
月
20
日
の
中
央
要
請
行
動

で
５
０
３
人
分
を
首
相
や
厚

労
省
な
ど
に
提
出
し
た
。
第

二
波
の
「
医
療
機
関
に
混
乱

と
格
差
を
持
ち
込
む
受
診
時

定
額
負
担
導
入
な
ど
の
中
止

を
求
め
る
要
請
」
を
開
始

し
、
11
月
17
日
の
中
央
要
請

行
動
で
提
出
す
る
。
診
療
所

で
活
用
す
る
「
ク
イ
ズ
で
考

え
る
私
た
ち
の
医
療
」（
ク

イ
ズ
ハ
ガ
キ
）
は
、
９
２
１

通
が
協
会
に
届
い
て
い
る
。

　
「
か
強
診
」と
歯
科
技
工
問

題
で
は
、
保
団
連
歯
科
全
国

交
流
集
会
（
10
／
30
）
で
、

大
阪
歯
科
か
ら
「
か
強
診
」

の
抜
本
的
改
変
と
再
構
築
、

外
注
技
工
料
の
概
ね
７
対
３

を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
と
診
療

報
酬
の
是
正
を
主
張
し
た
。

　

大
阪
府
福
祉
医
療
費
助
成

制
度
で
患
者
負
担
引
き
上
げ

や
老
人
医
療
費
助
成
の
実
質

廃
止
な
ど
を
企
図
し
て
い
る

問
題
で
、
医
科
・
歯
科
協
会

が
中
心
に
な
り
、「
大
阪
府
福

祉
医
療
助
成
制
度
見
直
し
に

つ
い
て
の
共
同
ア
ピ
ー
ル　

今
こ
そ
制
度
の
拡
充
を
」
へ

の
賛
同
団
体
を
広
げ
て
い
く

こ
と
、
府
議
会
宛
の
請
願
署

名
を
10
万
筆
を
目
標
に
取
り

組
む
こ
と
を
決
め
た
。

　

大
阪
市
西
部
地
区
・
南
部

地
区
は
６
日
、
西
出
知
子
氏

（
接
遇
マ
ナ
ー
イ
ン
ス
ト
ラ

ク
タ
ー
）
を
講
師
に
「
経
験

者
の
た
め
の
接
遇
セ
ミ
ナ

ー
」
を
保
険
医
会
館
で
開
い

た
。

　

西
出
氏
は
「
接
遇
は
、
相

手
へ
の
い
た
わ
り
」
と
述

べ
、
マ
ナ
ー
の
基
本
が
良
い

接
遇
に
は
不
可
欠
と
強
調
。

電
話
の
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ

で
は
各
自
が
寸
評
を
受
け
る

な
ど
、
日
常
の
悩
み
や
疑
問

に
応
え
る
企
画
と
な
っ
た
。

い
・
喋
り
に
く
い
・
味
が
わ

か
り
に
く
い
な
ど
の
症
状
が

現
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

診
断
・
治
療
で
は
、
問
診

（
既
往
歴
、
薬
剤
）・
検
査

（
ガ
ム
テ
ス
ト
）
を
行
い
、

唾
液
量
が
正
常
な
口
渇
感
の

場
合
は
対
処
療
法
や
心
療
内

科
で
の
治
療
を
優
先
し
、
唾

液
量
減
少
の
原
因
が
明
ら
か

な
場
合
は
原
因
療
法
が
必
要

と
解
説
し
た
。
な
お
、
原
因

除
去
が
出
来
な
い
場
合
は
対

処
療
法
と
な
る
と
し
た
。

　

そ
の
上
で
、
女
性
の
患
者

で
はSjogren

症
候
群
に
注

意
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
。

　

清
掃
不
良
と
相
ま
っ
て
カ

ン
ジ
ダ
症
が
み
ら
れ
る
場
合

に
は
、
口
腔
清
掃
指
導
と
と

も
に
フ
ロ
リ
ー
ド
ゲ
ル
（
ミ

コ
ナ
ゾ
ー
ル
ゲ
ル
）
を
塗
布

す
る
こ
と
が
多
い
が
、
ワ
ル

フ
ァ
リ
ン
投
与
中
の
患
者
へ

の
併
用
は
禁
忌
で
あ
る
と
し

て
、
注
意
を
促
し
た
。

　

高
齢
者
の
「
最
近
、
食
べ

ら
れ
な
い
」「
入
れ
歯
が
痛

い
」
と
訴
え
に
つ
い
て
は
、

口
腔
ガ
ン
も
考
慮
す
る
こ
と

を
指
摘
し
た
。
重
度
の
認
知

症
の
患
者
の
場
合
、
味
覚
は

嗅
覚
よ
り
正
常
に
保
た
れ
て

い
る
た
め
、
食
事
は
臭
い
を

つ
け
、
味
に
メ
リ
ハ
リ
を
つ

け
る
と
良
い
と
ア
ド
バ
イ
ス

し
た
。

　

そ
の
他
に
も
、
舌
痛
症
や

味
覚
障
害
に
つ
い
て
、
要
因

や
鑑
別
方
法
、
チ
ェ
ア
ー
サ

イ
ド
で
で
き
る
対
応
な
ど
を

解
説
し
た
。

 
（
東
住
吉
区
・
森
啓
）

10
月
度
生
涯
研
修

高
齢
者
の
口
腔
乾
燥
を
解
説

東
京
歯
科
大
・
片
倉
氏
が
講
演

西
部
・
南
部
地
区

実
習
交
え
た
接
遇

セ
ミ
ナ
ー

第
19
回
理
事
会

安
倍
政
権
の
医
療
改
悪
ス
ト
ッ
プ
へ

会
員
署
名
、
患
者
署
名
運
動
を
協
議


